
多量排出行政報告支援サービス

月額利用料金 　　　　 多量排出報告用データの出力料金

請求について（e-reverse.com利用料に合算してご請求させていただきます。）

 月額利用料金：毎月末日を締め日とし、翌月以降の振替日にお支払いいただきます。
▶ 稼働現場は課金月内に電子マニフェストの初回承認行為が1件でも実施された事業場の総数を基準とし、

課金月内に削除された組織や一時停止された事業場においても稼働されていれば課金対象となります。
▶ 申込時に次回の多量排出事業者報告よりサービス利用を選択された場合、申込月より月額利用料金が発生いたします。
▶ 登録現場数が0件の場合、多量排出行政報告支援サービスの月額利用料は0円となります。

 多量排出報告用データの出力料金：5月～7月各月末を締め日とし、当該月に実施した行政報告用データ出力 （自治体）数

　　　　　　　　　　　　　　　　 に応じ、翌月以降振替日にお支払いいただきます。

▶ 請求対象の自治体は多量排出行政報告支援サービスより届くメールにてご確認いただけます。

※遡り請求について
▶ 申込時に次回の多量排出行政報告書より、サービスを利用されると選択頂いた場合は多量排出報告用データの初回出力月に

多量排出報告用データの出力料金と合わせ、該当期間月の月額利用料金相当額を遡りご請求いたします。

申込時に次々回の多量排出行政報告書より、サービスを利用されると選択頂いた場合は遡りの請求はいたしません。

例-1） 申込：2021年10月

サービス利用開始年：「2022年6月行政提出分(2021年4月～2022年3月分のデータを使用）」を選択する場合  ※利用開始年は選択可

例-2） 申込：2021年10月

サービス利用開始年：「2023年6月行政提出分(2022年4月～2023年3月分のデータを使用）」を選択する場合  ※利用開始年は選択可

排出事業者様

料 金 体 系 表

1 2

稼働現場数 利用料（税別） 自治体数 出力料金（税別）

0～10 3,000円 1～9 30,000円/1自治体

11～30 7,000円 10以上 一律　300,000円

31～50 10,000円

51以上 15,000円

本件に関するご質問やお問合せは、下記にて承っております。

株式会社リバスタ 入会事務センター 0120-917-209


